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研究成果の概要：近年，各自治体への企業会計手法の導入が進んでいるが，その実効性が疑問

視される背景を，自治体による会計情報の公開の意義や，公開のインセンティブという観点か

ら考察した。その結果，自治体会計改革の後発事例（他の先駆的自治体の後追い的に改革を行

ったもの）は，自治体としての正当性確保のための同型化と解釈でき，先駆的事例では，よく

いわれるような財政危機はなく，首長のリーダーシップが大きく影響していたことが明らかと

なった。 
 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2006 年度 900,000 0 900,000 

2007 年度 1,000,000 0 1,000,000 

2008 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 

年度  

  年度  

総 計 2,900,000 300,000 3,200,000 

 
 
研究分野：会計学 
科研費の分科・細目：経営学，会計学 
キーワード：①パブリック・ガバナンス，②納税者，③モラル・ハザード，④インセンティブ，

⑤同型化，⑥分離，⑦リーダーシップ，⑧基準モデル 
 
１．研究開始当初の背景 

  地方自治体の財政悪化は，弥縫的な対処で

は改善の兆しさえ見えないような状態にま

で至っている。このような状況を打破するた

めの手段の 1 つとして，自治体会計に企業会

計的手法の導入が進められていることは周

知の事実である。しかしながら，「企業会計

的手法の導入」という掛け声だけは明確なが

ら，そもそも何をもって企業会計的手法とい

うのか，企業会計における会計処理がそのま



ま自治体会計に適用できるのか，企業会計的

手法の導入が自治体会計の目的を達成する

うえで役立つのかといった議論は，必ずしも

十分におこなわれているとはいいがたい。 

 
２．研究の目的 

  本研究においては，各自治体がいかなる目

的でもって財務諸表の報告をおこなってい

るのか，その目的に照らした場合，現在公表

されているバランスシートや行政コスト計

算書は適したものであるのかといった点に

ついて，自治体の担当者に直接インタビュー

をおこなうことによって，わが国の自治体に

よる財務報告の実態を明らかにすることを

目的としている。 

 
３．研究の方法 

まずは，国内外を問わず関連の文献（書籍

および論文）の収集に努める。ただし，政府

会計のテーマは古くて新しい問題であり，関

連文献の全てを収集することは不可能であ

るが，可能なかぎり収集に努める。2006 年

度は，こうして収集した文献の読み込みに努

め，先行研究のサーベイおよび各自治体の財

務報告の現状把握をおこなうことが主たる

目標である。これによって，自治体の財務報

告の問題点（とりわけ，文献等の活字化され

たものから知りうる問題点）が明らかになる。

そして，かかる問題点は，以降で実際に自治

体の担当者にインタビューをおこなう際の

手がかりとなる。 

  そして次に，自治体の担当者に対して，実

際にインタビュー調査をおこなう。ただし，

この調査を有効なものとするためには，事前

に質問事項を十分に検討しておく必要があ

る。そうしてできあがった質問事項にもとづ

き，実際に，自治体に出向きインタビュー調

査をおこなう。その際には事前に質問事項を

送付しておき，回答者が事前に回答を準備で

きるように配慮する。 

  こうして得られた回答をもとに，本研究の

目的で示した視角から分析をおこない，新た

な知見を得る。 

 

４．研究成果 

（1）近年，地方自治体の財政改革の一環と

して,企業会計方式の導入が数々の自治体に

おいて検討および実施されてきていること

は周知のとおりである。国の内外を問わず，

地方自治体が開示する財務情報の利用者と

して，市民や国民が想定されており，財務報

告の目的として公的説明責任(につながる受

託責任の明確化)が掲げられている。自治体

が公的説明責任をはたすことによって，行政

担当者に対する規律づけが期待されている

のである。ところが，アメリカのように市民

や国民が納税者としての立場を明確に意識

して行政サービスの善し悪しに常に高い関

心を寄せているような状況がないわが国に

おいては，そのような規律づけが期待通りに

なされるとは考えにくいといわざるをえな

い。すなわち，行政担当者によるモラル・ハ

ザードをコントロールする手段として，とり

わけモニタリングの手段として自治体の財

務報告が想定されているのであるが，わが国

には納税者として声を上げるということが

通常おこなわれていないために，財務報告が

モニタリングのために用いられないという

問題点をはらんでいるのである。このような

納税者の意識を急激に変革することは容易

ではないため，財務報告を用いたインセンテ

ィブ契約をおこないモラル・ハザードをコン

トロールすることを模索するほうがよいと

考えられる。たとえば財務報告を用いたイン

センティブ契約の例として，行政サービスの

成果に連動した報酬制度・昇進制度を設計す



ることがあげられる。 

（2）総務省によれば，地方自治体による財

務報告の目的として，意思決定に有用な情報

の提供と公的説明責任とが措定されている。

まず意思決定に有用な情報の提供について，

第 1の利用者として想定されている市民が投

票の際に自治体の財務報告にもとづいて意

思決定をおこなうという前提に問題なしと

しない。また，納税をもって，市民による資

金提供とみなす点にも無理がある。また公的

説明責任についても，総務省が想定するよう

な行政コスト計算書では，コスト（インプッ

ト）情報を明らかにするにすぎず，説明の責

任は果たしているものの受託した資源の効

率的な利用についての説明は十分であると

は言い難い。さらには，市民は地方自治体に

委託した資金の使途についてほとんど無関

心であり，その使途について自治体にクレー

ムをつけるということは通常考えにくく，た

んに財務情報を公表するだけではパブリッ

ク・ガバナンスは期待できない。 

  上述の問題にもかかわらず，近年，自治体

において会計改革が積極的に進められてき

ている意義は何なのであろうか。この点を考

察するのに有効な視点を与えてくれるのが，

制度化パースペクティブである。すなわち，

企業会計手法の導入は地方自治体にとって

正当性の確保のための 1つの手段なのである。

会計手法を改革することによって，地方自治

体は財政再建に積極的な姿勢を示し，健全な

組織であると見なされようと努力している

のである。 

  さらに，地方自治体の会計改革は強制的同

型化とみなすことができる。多くの報告書や

基準は総務省や内閣といった権威から公表

されたものであり，地方自治体における会計

改革は，これらの報告書や基準によって方向

づけられているためである。そして，自治体

が参考にすべきモデルとして公表された総

務省方式は，企業会計手法の導入という方向

性とは裏腹に複式簿記の導入を強制するも

のではなく，「分離」とみなすことが可能で

ある。 

（3）自治体会計改革の契機について，1つの

特徴として，自治体の長による強力なリーダ

ーシップがあったことがあげられる。中には，

営利企業での勤務経験のある者や，あるいは

公認会計士試験の受験をめざした経験のあ

る者が自治体の長となり，自治体会計の改革

を強力に指示したという背景が伺える。もう

1 つ先駆的自治体に共通する特徴として，近

年の多くの自治体における会計改革の背景

には自治体の財政危機があるといわれてい

るが，先駆的な自治体はむしろ財政の危機的

な状況はなく，財政危機の打開が動機とはな

っていなかったことがあげられる。また，誰

に対する公開なのかという点では，意見が分

かれたが，議会あるいは市民一般という意見

が比較的多かった。ただし，議会に対する公

開であっても市民一般に対する公開であっ

ても，会計情報は多くの資料のなかの 1つに

過ぎず，会計情報が取り立てて注目されるこ

とはないようである。先駆的な自治体におい

て企業会計手法を導入することによって，自

治体経営にどのような変化が生じたかとい

う点について，際立った変化を見出すことは

できなかった。担当部署の職員は会計改革に

積極的であっても，それが他の部署の職員に

まで大きな変化を及ぼしたとか，あるいは市

民（や県民）の関心をひきつけたといった事

例は見られなかった。なかには担当部署の職

員のコスト意識の改善に役立っているとい

うところもあった。 
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